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(57)【要約】
【課題】反射体により光軸に対して所定の遮光角以上の
方向に出射される光を低減するとともに、反射体から出
射される光効率を向上できるランプ装置を提供する。
【解決手段】ランプ装置は、半導体発光素子を有する発
光部38、光軸81の一端側に発光部38が配置されるととも
に他端側が開口された反射面49を有する反射体22、発光
部38および反射体22を配置する筐体を具備する。反射面
49には、変極点82を設け、かつ変極点82より発光部38に
近い側に第１の反射面部83を設けるとともに遠い側に第
２の反射面部84を設ける。第１の反射面部83の接線の傾
きの変化が下に凸であり、第２の反射面部84の接線の角
度が光軸81に対して２０°～５０°の範囲にある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体発光素子を有する発光部と；
　光軸の一端側に発光部が配置されるとともに他端側が開口された反射面を有し、反射面
には変極点が設けられかつ変極点より発光部に近い側に第１の反射面部が設けられるとと
もに遠い側に第２の反射面部が設けられ、第１の反射面部の接線の傾きの変化が下に凸で
あり、第２の反射面部の接線の角度が光軸に対して２０°～５０°の範囲にある反射体と
；
　発光部および反射体を配置する筐体と；
　を具備していることを特徴とするランプ装置。
【請求項２】
　変極点は、発光部の端部から光軸に向かって斜めに出射されて反射面で反射する光の反
射角が光軸に対して４５°となる反射面の位置と一致する
　ことを特徴とする請求項１記載のランプ装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、発光部および反射体を筐体に配置したランプ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばＧＸ５３形などのフラット形の口金を用いたランプ装置と、このランプ装
置の口金を着脱可能に装着するソケットを有する器具装置とを組み合わせて使用する照明
装置がある。
【０００３】
　ランプ装置は、口金を有する筐体、この筐体内に配置されるＬＥＤ、ＬＥＤを点灯させ
る点灯回路、およびＬＥＤが発生する光の配光を制御する反射体を備えている。反射体は
、光軸の一端側にＬＥＤが配置されるとともに他端側に向かって拡開するように開口する
反射面を有し、狭角配光が可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２６２７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のランプ装置では、反射体によって狭角配光が可能となっているが
、狭角配光とすることで反射体内での光の損失が増加し、光効率が低下しやすくなる。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、反射体により光軸に対して所定の遮光角以上の方向
に出射される光を低減するとともに、反射体から出射される光効率を向上できるランプ装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態のランプ装置は、半導体発光素子を有する発光部、光軸の一端側に発光部が配
置されるとともに他端側が開口された反射面を有する反射体、発光部および反射体を配置
する筐体を具備する。反射面には、変極点を設け、かつ変極点より発光部に近い側に第１
の反射面部を設けるとともに遠い側に第２の反射面部を設ける。第１の反射面部の接線の
傾きの変化が下に凸であり、第２の反射面部の接線の角度が光軸に対して２０°～５０°
の範囲にある。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明によれば、反射体により光軸に対して所定の遮光角以上の方向に出射される光を
低減しながら、反射面の変極点より発光部に近い第１の反射面部の接線の傾きの変化を下
に凸とすることで、発光部に近い側で広がる光を光軸方向へ効率的に反射させることがで
きるとともに、変極点より発光部から遠い第２の反射面部の接線の角度を光軸に対して２
０°～５０°の範囲とすることで、光を光軸方向へ反射させることができて第２の反射面
部での光の多重反射を防止でき、光効率が向上することが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ランプ装置の一実施形態を示し、(a)はランプ装置の発光部および反射面の説明
図、(b)は反射面の位置と接線の角度との関係を示すグラフである。
【図２】同上ランプ装置の断面図である。
【図３】同上ランプ装置および器具装置を用いた照明装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、一実施形態を、図１ないし図３を参照して説明する。
【００１１】
　図３に示すように、照明装置11は、ダウンライトなどの埋込形照明装置であり、天井板
12に設けられた円形の埋込孔13に埋め込まれて設置される。この照明装置11は、狭角配光
特性を有するフラット形のランプ装置14、およびこのランプ装置14を着脱可能に装着する
器具装置15を備えている。
【００１２】
　図２に示すように、ランプ装置14は、フラット形で円筒状の筐体20を備え、この筐体20
内に発光モジュール21、反射体22および点灯回路23が配置され、筐体20の下面に透光カバ
ー24が取り付けられている。
【００１３】
　筐体20は、円筒状のケース27、およびこのケース27の上面に取り付けられる円筒状の口
金部材28を有している。これらケース27の上部側および口金部材28によって、所定の規格
寸法の口金29が構成されている。
【００１４】
　ケース27は、例えば絶縁性を有する合成樹脂にて上面部および周面部を有していて下面
が開口された円筒状に形成されている。ケース27の上面部の中央には、反射体22が挿通す
る挿通孔30が形成されている。
【００１５】
　口金部材28は、例えばアルミダイカストなどの金属、セラミックス、あるいは熱伝導性
に優れた樹脂などの材料にて上面部および周面部を有していて下面が開口された円筒状に
形成されている。口金部材28の上面部には、この口金部材28の上面部から下方へ向けて突
出する発光モジュール取付部31が一体に形成されている。この発光モジュール取付部31の
下面に発光モジュール21が取り付けられている。口金部材28の上面には熱伝導シート32が
取り付けられている。また、口金部材28の周面部には、複数のキー33が突出形成されてい
るとともに、略Ｌ字形の複数のキー溝（図示せず）が形成されている。
【００１６】
　また、発光モジュール21は、モジュール基板37、このモジュール基板37の下面に形成さ
れた発光部38、モジュール基板37の周辺を保持する枠状のホルダ39、およびモジュール基
板37とこのモジュール基板37を取り付ける口金部材28の発光モジュール取付部31との間に
介在する熱伝導シート40を備えている。
【００１７】
　発光部38は、光源として例えばＬＥＤ素子やＥＬ素子などの半導体発光素子が用いられ
ている。本実施形態では、半導体発光素子としてＬＥＤ素子が用いられ、モジュール基板
37上に複数のＬＥＤ素子を実装するＣＯＢ（Chip On Board）方式が採用されている。す
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なわち、モジュール基板37上に複数のＬＥＤ素子が実装され、これら複数のＬＥＤ素子が
ワイヤボンディングによって直列に電気的に接続され、蛍光体を混入した例えばシリコー
ン樹脂などの透明樹脂である蛍光体層で複数のＬＥＤ素子が一体に覆われて封止されてい
る。ＬＥＤ素子には例えば青色光を発するＬＥＤ素子が用いられ、蛍光体層にはＬＥＤ素
子からの青色光の一部により励起されて黄色光を放射する蛍光体が混入されている。した
がって、ＬＥＤ素子および蛍光体層などによって発光部38が構成され、この発光部38の表
面である蛍光体層の表面が発光面41となり、この発光面41から白色系の照明光が放射され
る。なお、発光部38としては、ＬＥＤ素子が搭載された接続端子付きのＳＭＤ（Surface 
Mount Device）パッケージを基板に複数個実装する方式を用いてもよい。
【００１８】
　ホルダ39は、モジュール基板37を保持し、口金部材28の発光モジュール取付部31との間
に熱伝導シート40およびモジュール基板37を挟み込んだ状態で、口金部材28の発光モジュ
ール取付部31に螺着される複数のねじ42によって固定されている。
【００１９】
　また、反射体22は、例えば絶縁性を有する合成樹脂製で、上下面が開口された円筒状の
反射筒部45が形成され、この反射筒部45の下端にケース27の下面周辺を覆う環状のカバー
部46が形成されている。
【００２０】
　反射筒部45の上端には発光部38から光が入射する第１の開口部47が形成され、下端には
光を放出する第２の開口部48が形成されている。反射筒部45の内面には、例えば白色や鏡
面とする光反射率の高い反射面49が形成されている。なお、カバー部46の下面も例えば白
色や鏡面として光反射率の高い反射面に形成されている。
【００２１】
　反射筒部45の上部側は、点灯回路23（回路基板）およびケース27の挿通孔30を貫通され
、発光モジュール21の発光部38の周囲に配置されている。
【００２２】
　なお、反射体22の反射面49の詳細な形状については後述する。
【００２３】
　また、点灯回路23は、例えば、商用交流電源を整流平滑して直流電源に変換する電源回
路、この直流電源をスイッチング素子のスイッチングにより所定の直流出力としてＬＥＤ
素子に供給し点灯させるＤＣ／ＤＣコンバータ、スイッチング素子の発振を制御する制御
ＩＣなどを備えている。
【００２４】
　点灯回路23は、回路基板51、およびこの回路基板51に実装された複数の電子部品である
回路部品52を備えている。
【００２５】
　回路基板51は環状に形成され、回路基板51の中央部には反射体22の反射筒部45の上部側
が貫通する円形の嵌合孔53が形成されている。回路基板51の下面が回路部品52のうちのリ
ード線を有するリード部品を実装する実装面であり、上面がリード部品のリード線をはん
だで接続するとともに回路部品52のうちの面実装部品を実装する配線パターンを形成した
配線パターン面である。
【００２６】
　回路基板51の電源入力側は電源用の一対のランプピン54に電気的に接続され、点灯出力
側は発光モジュール21のＬＥＤ素子に電気的に接続されている。電源用の一対のランプピ
ン54はケース27の上面部から垂直に突出されている。
【００２７】
　また、透光カバー24は、透光性および拡散性を有し、例えば合成樹脂やガラスによって
円板状に形成されている。透光カバー24は、ケース27の下面の開口部を覆ってこのケース
27に取り付けられている。
【００２８】
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　次に、図３に示すように、器具装置15は、下方へ向けて拡開開口された反射体61、この
反射体61の上部に取り付けられた器具本体としての放熱体62、この放熱体62の下部に取り
付けられたソケット63、放熱体62の上部に取付板64によって取り付けられた端子台65、お
よび放熱体62の周囲に取り付けられた天井取付用の複数の取付ばね66などを備えている。
【００２９】
　反射体61の頂部には、放熱体62が露出する円形の開口部68が形成されている。
【００３０】
　また、放熱体62は、例えばアルミダイカストなどの金属、セラミックス、放熱性に優れ
た樹脂などの材料によって形成されている。放熱体62は、円柱状の基部69、およびこの基
部69の周囲から放射状に突出する複数の放熱フィン70を有している。基部69の下面には、
反射体61の開口部68を通じて反射体61内に露出する平面状の接触面71が形成されている。
基部69の周囲には、取付ばね66が取り付けられている。
【００３１】
　また、ソケット63は、絶縁性を有する合成樹脂製で環状に形成されたソケット本体73、
およびこのソケット本体73に配置された図示しない電源用の一対の端子を備えている。調
光対応の場合には、調光用の複数の端子も備えている。
【００３２】
　ソケット本体73の中央には、ランプ装置14の口金29の口金部材28が挿通する円形の開口
部74が形成されている。ソケット本体73の下面には、ランプ装置14のランプピン54が挿入
される複数の接続孔75が周方向に沿って長孔状に形成されている。各接続孔75の上側に端
子が配置されており、接続孔75に挿入されたランプ装置14のランプピン54が端子に電気的
に接続される。
【００３３】
　ソケット本体73の内周面には、図示していないが、複数のキーが突出形成されていると
ともに、複数の略Ｌ字形のキー溝が形成されている。ソケット63のキーおよびキー溝とラ
ンプ装置14のキー溝およびキー33とはそれぞれ対応する位置に設けられている。そして、
ランプ装置14のキー33およびキー溝をソケット63のキー溝およびキーに合わせてランプ装
置14の口金29をソケット63に挿入し、ランプ装置14を回動させることによりランプ装置14
をソケット63に着脱可能に装着することができる。
【００３４】
　ソケット63は支持機構76によって放熱体62に支持されている。この支持機構76では、ソ
ケット63にランプ装置14の口金29が装着されることにより、その口金29の上面を放熱体62
の接触面71に押し付けて熱伝導性を高めるように構成されている。
【００３５】
　また、端子台65は、ソケット63の端子と電気的に接続されている。
【００３６】
　そして、このようにランプ装置14と器具装置15とで構成される照明装置11において、ラ
ンプ装置14を器具装置15に装着するには、ランプ装置14の口金29を器具装置15のソケット
63に挿入して所定角度回動させることにより、口金29の各キー33およびキー溝とソケット
63の各キー溝およびキーとが互いに嵌り合って引っ掛かり、ランプ装置14をソケット63に
取り付けることができる。これにより、口金29の各ランプピン54がソケット63の各端子に
接触して電気的に接続され、また、口金29の上面が熱伝導シート32を介して放熱体62の接
触面71に押し付けられて密着し、口金29から放熱体62に効率よく熱伝導可能となる。
【００３７】
　また、ランプ装置14の点灯時には、商用交流電源が端子台65、ソケット63の端子および
ランプ装置14のランプピン54を通じて点灯回路23に給電され、この点灯回路23により発光
モジュール21のＬＥＤ素子に点灯電力が供給され、ＬＥＤ素子が点灯する。点灯するＬＥ
Ｄ素子の光が発光部38の発光面41から反射体22の反射筒部45内に放出され、透光カバー24
を透過して、器具装置15の下面開口から出射される。
【００３８】
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　ランプ装置14の点灯時において、発光モジュール21のＬＥＤ素子が発生する熱は、主に
、発光モジュール21のモジュール基板37から口金部材28に熱伝導され、この口金部材28か
ら熱伝導シート32を介して放熱体62に効率よく熱伝導され、この放熱体62の複数の放熱フ
ィン70を含む表面から空気中に放熱される。点灯回路23が発生する熱は、ケース27や透光
カバー24に伝わり、これらケース27や透光カバー24の表面から空気中に放熱される。
【００３９】
　次に、図１(a)を参照して、反射体22の反射面49の形状について説明する。
【００４０】
　発光部38の発光面41に垂直な方向であって反射体22の円筒状の反射面49（反射筒部45）
の仮想中心軸を光軸81とする。反射面49には、光軸81の一端側に発光部38が対向して配置
される第１の開口部47が形成され、他端側に光を外部へ出射する第２の開口部48が形成さ
れている。なお、図１(a)では光軸81を左右方向に向けて図示した状態において説明する
。
【００４１】
　反射面49は、発光部38（発光面41）の端部P0から光軸81に対して４５°の方向へ向かう
光L1が反射面49の位置P1に入射し、発光部38からの直接光が４５°以上の方向に放出され
るのを制限するように形成されている。
【００４２】
　反射面49は、光軸方向の１箇所に反射面49の断面形状における接線の変化の向きが変化
する点である変極点82を有し、この変極点82より発光部38に近い側に断面形状が光軸81に
対向して凹曲面となる第１の反射面部83が形成され、変極点82より発光部38から遠い側に
断面形状が光軸81に対向して凸曲面となる第２の反射面部84が形成されている。
【００４３】
　第１の反射面部83は、図１(b)に示すように、第１の反射面部83の各点の接線の傾きの
変化が下に凸となっていて、発光部38に遠いほど光軸81に対する接線の角度が小さく、発
光部38に近いほど光軸81に対する接線の角度が大きくなるように形成されている。
【００４４】
　第２の反射面部84は、図１(b)に示すように、第２の反射面部84の各点の接線の傾きの
変化が下に凸となっているとともに、第２の反射面部84の接線の角度が光軸81に対して２
０°～５０°の範囲、好ましくは２２．５°～４５°の範囲となっていて、発光部38に近
いほど接線の角度が光軸81に対して小さく、発光部38に遠いほど接線の角度が光軸81に対
して大きくなるように形成されている。そして、第２の反射面部84の接線の角度が光軸81
に対して２０°～５０°の範囲にあることにより、発光部38から第２の反射面部84に入射
した光（光L1を含む）を光軸方向に沿った方向であって、反射面49の第２の開口部48へ向
けて反射させることができる。第２の反射面部84の接線の角度が光軸81に対して２０°よ
り小さいと、反射光が第２の反射面部84に再度入射する多重反射が発生しやすく、一方、
５０°より大きいと、狭角配光が得られにくくなったり第２の反射面部84の径が大きくな
る。多重反射をより低減するとともに狭角配光を得るためのより好ましい範囲は２２．５
°～４５°の範囲となる。なお、第２の反射面部84のうち位置P2から位置P3の間の反射面
49の接線の角度が２０°～５０°、好ましくは２２．５°～４５°の範囲であれば、位置
P3に対して発光部38よりも開口部48側は５０°以上であってもよい。
【００４５】
　変極点82は、反射面49の接線の角度が光軸81に対して最も小さい位置であり、発光部38
の端部P0から光軸81に向かって斜めに出射されて反射面49で反射する光L2の反射角が光軸
81に対して４５°となる反射面49の位置P2と一致する。また、変極点82での反射面49の接
線は、第１の反射面部83の接線および第２の反射面部84の接線に連続されている。
【００４６】
　そして、反射体22の反射面49の作用について説明する。
【００４７】
　発光部38から反射面49の第２の開口部48へ直接向かった光は、反射面49で反射すること
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なく、第２の開口部48から外部へ出射される。
【００４８】
　また、発光部38の端部P0から光軸81に向かって斜めに出射されて反射面49の位置P2で光
軸に対して４５°方向に反射した光L2は、第２の反射面部84の位置P3に入射し、主に、光
軸方向に沿った方向であって反射面49の第２の開口部48へ向けて反射され、第２の開口部
48から外部へ出射される。
【００４９】
　また、発光部38から第１の反射面部83へ向かって第１の反射面部83に入射した光L3は、
第１の反射面部83が光軸81に対向して凹曲面となっていて第１の反射面部83の接線の傾き
の変化が下に凸となっているため、主に、光軸方向に沿った方向であって反射面49の第２
の開口部48へ向けて反射され、第２の反射面部84などで反射することなく、第２の開口部
48から外部へ出射される。
【００５０】
　また、発光部38から第２の反射面部84へ向かって第２の反射面部84に入射した光（光L1
を含む）は、第２の反射面部84の接線の傾きの変化が下に凸となっているとともに、第２
の反射面部84の接線の角度が光軸81に対して２０°～５０°の範囲、好ましくは２２．５
°～４５°の範囲となっているため、主に、光軸81に対して４５°以上の方向に反射する
ことがなく、光軸方向に沿った方向であって反射面49の第２の開口部48へ向けて反射され
、第２の反射面部84で反射することなく、第２の開口部48から外部へ出射される。
【００５１】
　このように、本実施形態のランプ装置14によれば、反射体22の反射面49により光軸81に
対して４５°以上の方向に出射される光を低減しながら、反射面49の変極点82より発光部
38に近い第１の反射面部83の接線の傾きの変化を下に凸とすることで、発光部38に近い側
で広がる光を光軸方向へ効率的に反射させることができるとともに、変極点82より発光部
38から遠い第２の反射面部84の接線の角度を光軸81に対して２０°～５０°（好ましくは
２２．５°～４５°）の範囲とすることで、光を光軸81に対して４５°以上の方向に反射
することがなく、光を光軸方向へ反射させることができて第２の反射面部84での光の多重
反射を防止でき、光効率を向上させることができる。
【００５２】
　また、変極点82は、発光部38の端部P0から光軸81に向かって斜めに出射されて反射面49
で反射する光L2の反射角が光軸81に対して４５°となる反射面49の位置P2と一致するため
、第１の反射面部83および第２の反射面部84の設計が容易にできる。
【００５３】
　また、変極点82での反射面49の接線は、第１の反射面部83の接線および第２の反射面部
84の接線に連続しているため、極端な反射角の変化がなく、照射面に対して光を一様に照
射することができる。
【００５４】
　なお、変極点82は、必要な配光制御に応じて、反射面49の位置P2とは別の位置に設定し
てもよい。
【００５５】
　また、反射面49の変極点82は、１つに限らず、必要な配光制御に応じて、複数箇所に設
けてもよい。
【００５６】
　なお、ランプ装置14は、少なくとも発光部38、反射体22および筐体20を備えていればよ
く、点灯回路23は外部に配置してもよく、透光カバー24は無くてもよい。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
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要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００５８】
　14　　ランプ装置
　20　　筐体
　22　　反射体
　38　　発光部
　49　　反射面
　81　　光軸
　82　　変極点
　83　　第１の反射面部
　84　　第２の反射面部

【図１】 【図２】
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